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令和６年度第１回障害保健福祉施策連絡会会議録 

 

１ 開 催 日 時 

令和６年９月１７日（火） 午前１０時から午前１１時３０分まで 

 

２ 開 催 方 法 

対面（傍聴のみオンライン） 

 

３ 出 席 状 況 

（出席団体および出席者氏名） 

浜松市浜松手をつなぐ育成会 松井章子 河口清美 伊藤幸枝 

特定非営利活動法人浜松地区肢体不自由児親の会 湯澤照江 早坂泰世 

特定非営利活動法人浜松地区精神保健福祉会明生会 赤池千明 

浜松市視覚障害者福祉協会 赤堀奈津子 

アクティブ 奈良志保 

浜松の福祉を考える会 村松良子 矢島利充 

浜松ろうあ協会 伊藤行夫 藤森晃子 堀尾喜子 

ぞうさんの会 増井けさみ 清水恵美 

 

浜松市障がい者基幹相談支援センター 後藤翔一朗 

 

（欠席団体） 

浜松浜北手をつなぐ育成会 

浜松市身体障害者福祉協議会 

天竜川地域精神保健福祉会 若杉会 

 

（事務局 障害保健福祉課） 

榊原課長、稲葉担当課長、柴田課長補佐、飯塚 G長、吉田 G長、大庭正 G 長、大庭靖 G 長、

岡田 G長、内藤 G 長、企画相談 G（白柳・鈴木） 

 

４ 議 事 内 容 

（１）第３次浜松市障がい者計画の進捗状況報告について（総括） 
（２）第６期浜松市障がい福祉実施計画及び第２期浜松市障がい児福祉実施計画の進捗状

況報告について（総括） 
（３）報告事項 
   ・浜松市重度障害者等就労支援特別事業について 
   ・浜松市重度訪問介護利用者大学修学支援事業について 

 

５ 記録 の方 法  
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発言者の要点記録 
 

６ 会 議 記 録 

 １ 開会 
 ２ あいさつ 
 ３ 議事 
（１）第３次浜松市障がい者計画の進捗状況報告について（総括） 

   ・資料をもとに総務調整グループ大庭正裕グループ長から説明 

 

（２）第６期浜松市障がい福祉実施計画及び第２期浜松市障がい児福祉実施計画の進捗状

況報告について（総括） 
   ・資料をもとに企画・相談グループ大庭靖史グループ長から説明 
 

 【質疑】 

  ＜浜松の福祉を考える会 矢島氏＞ 

   ・個別避難計画の作成にあたる福祉専門職は相談支援専門員を想定しているという

認識でよいか。 
   ・避難行動要支援者名簿に掲載されているが、個別避難計画がない方についても支

援が実施されるか。 
   ・福祉避難所の前段階として、一般の避難所についてもユニバーサルデザインに配

慮した施設にする必要があるのではないか。 
  ＜事務局＞ 
   ・個別避難計画の作成にあたっては、相談支援専門の方にご協力をお願いする形で

検討している。 
   ・避難行動要支援者名簿は 1 人では避難が困難である方を対象とした名簿である。

この名簿は、住まいの地域の自治会の方に配布し、避難支援の資料としていただ

いている。また、個別避難計画は、その名簿に掲載された方が、具体的にどのよ

うに避難するかを記載した計画である。市としては避難行動要支援者名簿に記載

されている方については、個別避難計画を作成してもらう必要があると考えてい

る。しかし、個別避難計画の作成に至ってない方もいるため、その部分は課題と

して認識している。 
   ・施設を所管している学校関係、物資等の所管をしている危機管理課等の部署に、

情報共有を図っていく。 
 ＜浜松の福祉を考える会 矢島氏＞ 

・個別避難計画ができていない段階で被災した場合どうなるか。 
 ＜事務局＞ 

・個別避難計画ができていない段階でも、避難行動要支援者名簿には名前が記載さ 
れている。避難に地域の方の協力が得られるようお願いしていきたい。 
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＜明生会 赤池氏＞ 
   ・報告事項では、件数等による報告が多かった。その傾向や事業を実施したことに

よる効果について報告いただきたい。 
 ・障害者の就労について、企業側とのアンマッチが多いと感じる。働きたい意欲を

持つ障害者の方を支援できるよう課題認識を持ってほしい。 
 ＜事務局＞ 
   ・今後の報告方法等については、効果等が説明できるように改めていく。 
   ・ご指摘のとおり、障害者の就労について、企業とのマッチングは課題であると認

識しているため、対応について検討していく。 
＜浜松市ろうあ協会 堀尾氏＞ 

 ・福祉避難所が設定される場所は把握しているが、距離が遠い場合や、耳が聞こえ

ない方が生活できる避難所がある等の情報があれば周知いただきたい。また福祉

避難所を増やしてもらいたい。 

＜事務局＞ 
   ・浜松市の現状としては、災害が発生した場合には、まずは緊急避難場所へ避難し

ていただく。その後、自宅等が被災により自宅での生活ができなくなった場合に

避難所での受入を想定している。福祉避難所については、障害福祉サービス事業

所や高齢者福祉施設に協力していただいている。災害が発生した場合、これらの

施設で受入が可能かを確認し、必要があれば福祉避難所として開設する流れとな

っている。そのため、最初から福祉避難所へ避難するのではなく、まずは避難所

に避難していただき、そこでの生活が困難である方は、福祉避難所に移動しても

らう流れになる。災害が発生した際に最初から福祉避難所に避難する流れにはな

っていないことをご了承いただきたい。また、避難所の情報については、浜松市

の公式ホームページにも記載があるため、ご確認いただきたい。 
 

（３）報告事項 
   浜松市重度障害者等就労支援特別事業について 
   浜松市重度訪問介護利用者大学修学支援事業について 
   ・資料をもとに地域生活支援グループ岡田グループ長から説明   

 

 
 

  


